
児童手当制度が改正されました 

令和４年６月１日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童手当制度が改正されました。 
つきましては、制度の改正に伴う、主な変更点は下記のとおりとなりますので、ご確認ください。 

１．現況届の提出が不要になります 

毎年６月に提出していた現況届の提出が不要になります。 

※ただし、下記の事項に該当する方につきましては提出が必要です。      
２．所得制限限度額・所得上限限度額について 

令和４年 10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、 

児童手当等は支給されません。       ①所得制限限度額 ②所得上限限度額 

扶養親族等の数 

（カッコ内は例） 

所得額 

（万円） 

収入額の目安 

（万円） 

所得額 

（万円） 

収入額の目安 

（万円） 

０人 

（前年末に児童が生まれていな
い場合 等） 

６２２．０ ８３３．３ ８５８．０ １０７１．０ 

１人 

（児童１人の場合 等） ６６０．０ ８７５．６ ８９６．０ １１２４．０ 

２人 

（児童１人＋年収 103 万円以
下の配偶者の場合 等） 

６９８．０ ９１７．８ ９３４．０ １１６２．０ 

３人 

（児童２人＋年収 103 万円以
下の配偶者の場合 等） 

７３６．０ ９６０．０ ９７２．０ １２００．０ 

４人 

（児童３人＋年収 103 万円以
下の配偶者の場合 等） 

７７４．０ １００２．０ １０１０．０ １２３８．０ 

５人 

（児童４人＋年収 103 万円以
下の配偶者の場合 等） 

８１２．０ １０４０．０ １０４８．０ １２７６．０ 

※詳細については、別紙「児童手当制度のご案内」リーフレットをご確認ください。 

 

（１）配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方 
（2）支給要件児童の戸籍がない方 
（3）離婚協議中で配偶者と別居されている方 
（4）その他、市区町村から提出の案内があった方 
児童を養育している方の所得が下記表の①（所得制限限度額）未満の場合、児童手当

を支給します。また、所得が①以上②（所得上限限度額）未満の場合、法律に基づく特例給
付（児童１人当たり月額一律５，０００円）を支給します。 
お問い合わせ先 江差町役場 町民福祉課福祉子育て係 

TEL：０１３９－５２－６７２０ 


